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１ 事業の趣旨 

 

本市では、「第二次山口市総合計画後期基本計画」及び「山口市農山村エリア居住促進計

画」において、地域内における未利用の公共施設・公有地の積極活用を図りながら、人口減

少が進む農山村エリアの地域活性化に向けた取組を各地域の地域資源や地域特性を生かし

た形で重点的に進めることとしています。 

こうした中、阿東地域内に所在する阿東ふるさと交流促進センター及び周辺土地は、昭和

１３年から平成２０年まで山口県農業試験場徳佐分場として利用され、また、当センターで

は、平成２１年からは、本市が、市民農園をはじめとする都市と農村の交流拠点として利活

用してきましたが、施設の老朽化等に伴い、令和８年３月３１日付けで用途廃止しました。

同時に、当センターに隣接する徳佐市営住宅についても、施設の老朽化等の理由により、令

和８年３月３１日付けで用途廃止しました。 

これらの施設の跡地活用に当たり、本市では、阿東地域の基幹産業が農業であること、こ

れまでの土地利用の状況を踏まえ、阿東地域の地域経済の活性化、とりわけ基幹産業である

農業の振興、居住促進や移住・定住の促進に向けて、民間事業者の有する企画力、資金力、

ノウハウ等を活用し、提案内容と価格の双方を評価する公募型プロポーザル方式により、優

秀な民間事業者を選定し、当センター及び周辺の市有地及び当該土地上の建物等（建物の付

帯設備、工作物、残置物、その他一切の動産を含む。以下「本物件」という。）を売却する

こととしたところです。 

ついては、応募を検討されている事業者におかれましては、本物件の立地特性やこれまで

の利用方法を踏まえ、阿東地域の地域活性化に資する積極的な提案をお願いいたします。 

 

２ 物件の概要 

 

本物件の詳細は、別添資料１「物件説明書」を御覧ください。 

 

３ 募集内容 

 

次の「３（１）本物件の売却に当たっての基本的な考え方」を踏まえ、「３（２）本物件

の利活用条件」及び「３（３）制限条件」を遵守した提案としてください。  

また、応募者自身において、現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。 

  

（１）本物件の売却に当たっての基本的な考え方 

  第二次山口市総合計画後期基本計画、山口市農山村エリア居住促進計画などの関連計画

や、阿東地域が県内でも最大規模の水稲の作付面積を有し、地域の基幹産業が農業である

こと、山口県農業試験場徳佐分場として利用されてきたこと等、本物件のこれまでの土地

利用の状況を踏まえ、阿東地域の地域資源や地域特性を生かし、阿東地域の地域経済の活

性化、とりわけ基幹産業である農業の振興、居住促進や移住・定住の促進等に資する利活



-4- 

 

用であること、本物件周辺に与える影響（騒音、日照、地域住民の理解など）に配慮した

利活用であることを想定しています。 

 

① 第二次山口市総合計画後期基本計画（令和５年３月策定）の位置付け 

第二次山口市総合計画後期基本計画では、阿東地域を農山村エリアと位置付け、地域経

済の活性化や移住・定住促進の強化により、農山村エリアの地域活性化を進めることとし、

外部人材の活用（企業・大学等との連携など）、基幹産業である農林水産業の経営基盤の

強化・担い手支援、県との連携のもとでの県立高校分校跡地の利活用に向けた検討などを

進めることとしています。 

  ［第二次山口市総合計画後期基本計画］ 

  https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/shiseijoho/137038.html 

② 山口市農山村エリア居住促進計画（令和７年３月策定）の位置づけ 

山口市農山村エリア居住促進計画では、阿東地域を含む農山村エリアへの居住促進に向

けて、「まち」・「ひと」・「しごと」の視点に基づく取組を進めることとしています。 

 「農山村エリア居住促進計画」21ページから抜粋 

 

  ［山口市農山村エリア居住促進計画］ 

  https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/shiseijoho/175085.html 
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（２）本物件の利活用条件 

① 阿東地域の地域経済の活性化につながる利活用であること。とりわけ農業の振興に資

する利活用が望ましい。 

② 阿東地域への居住促進、移住・定住促進につながる利活用であること。 

③ 本物件のこれまでの土地利用を踏まえ、周辺環境、生活環境に配慮した利活用である

こと。 

 

（３）制限条件 

提案に当たっては、次に掲げる①から⑧を制限条件とします。また、事業実施に当たっ

ては、周辺自治会等の地域住民への積極的な情報提供に努め、事業者の責任で地域住民の

意見には誠意をもって対処してください。 

① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第

２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業に供す

るものでないこと。  

② インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

（平成１５年法律第８３号）第２条第２号に規定するインターネット異性紹介事業に

供するものでないこと。  

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものに供するものでないこと。  

④ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）

第５条に規定する観察処分を受けた団体の事務所その他これに類するものに供するも

のでないこと。  

⑤ 宗教活動や政治活動に供するものでないこと。  

⑥ 周辺環境を悪化させるおそれのある用途に供するものでないこと。  

⑦ 主たる建物用途が葬儀に供するものでないこと。 

⑧ 主たる用途が駐車場（立体駐車場を含む、主たる建物に附属して利用する駐車場は除

く。）でないこと。 
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４ 応募資格要件 

 

次の（１）～（１１）の全てを満たす法人であることを要件とします。なお、本応募は応

募者が本事業を共同で実施することを目的とした複数の法人で構成するグループ（以下「連

合体」という。）で応募することができます（その場合、全ての構成員が本応募資格要件を

満たしていることを要します。）。応募後、この資格要件を満たしていないことが判明した場

合は、失格とします。応募者の資格要件は、関係各署などへ照会し確認することがあります。 

 

（１） 自ら（連合体の場合、構成員のいずれか１者が）本物件を取得し、利活用する

者であること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４で規定する一般

競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない

者等でないこと。 

（３） 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づき更生手続開始の申立てをし、

又は申立てがなされている者でないこと。 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）等に基づく更生又は更生手続を行っている法人でないこと。 

（５） 銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況

が不健全であると判断される法人でないこと。 

（６） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４

７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員に該当しないこ

と。 

（７） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

３２条第１項各号に掲げる者でないこと。 

（８） 市町村税（特別区においては、区税及び都税）を滞納していない者であること。 

本市と契約を締結する本店又は委任先の支店・営業所等（以下「契約本店・営

業所」という。）の所在地の市町村（東京２３区は、都）における全ての税目を

対象とする。また、本市外に契約本店・営業所を置く法人で、本市内に有する

事務所（支店、営業所、連絡所など）がある場合は、上記に加えて本市におけ

る全ての税目も対象とする。 

（９） 優先交渉権者及び次点提案者を選定する前に、13ページに記す「評価委員会」

の委員及び事務局に対し、自ら又は第三者に依頼し自己の提案が審査において

有利な扱いを受けることを目的として、審査に関する照会・接触等の働きかけ

を行った者でないこと。 

（１０） 本物件を転売等による不動産投資目的のために取得しようとする者でないこ

と。ただし、本物件を応募者自らが行う事業の用に供することを目的として取

得する場合であり、事業計画等によりその事業目的が合理的かつ具体的に確認

できるときは、この限りでない。 

（１１） 連合体で応募する場合は代表構成員を定め、構成員の役割分担等を明確にする

こと。 
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５ 売却条件 

 

（１）最低売却価格  

５，４５０，０００円  

・ 土地及び当該土地上の建物等（建物の附帯設備、工作物、残置物、その他一切の動

産を含む。）の金額です。 

・ 提出された買受希望価格が最低売却価格未満である場合、失格とします。 

 

（２）本物件の売買契約締結と引渡し  

・ 本市が締結する売買契約は、１者のみを相手方として行うものとします。そのため、

応募者が連合体である場合、当該連合体の構成員のいずれか１者が売買契約の相手

方となります。 

・ 本物件は、土地及び当該土地上の建物等（建物の附帯設備、工作物、残置物、その

他一切の動産を含む。）を現況有姿のまま引き渡すものとします。 

・ 詳細は、別添資料１「物件説明書」を御覧ください。  

・ 引渡し時期は、令和８年夏以降を予定しています。  

 

（３）事業の履行 

所有権移転のあった日から２年以内に、事業提案書に基づく工事等の準備作業に着手す

ることを約定していただきます。ただし、本市が了承した場合はこの限りではありません。  

 

（４）買戻し特約 

本市は、事業提案書に記載している内容を確実に履行していただくよう、所有権移転の

あった日から１０年間、本物件を当該提案内容と異なる用途に供することができないもの

とし、買戻し特約を付すものとします。 

 

（５）契約不適合責任  

契約締結後、本物件に数量の不足、品質上の問題（土壌汚染、地中埋設物及び産業廃棄

物を含むが、これらに限られない。）その他契約の内容に適合しないことを理由として、

追完、代金減額、この契約の解除若しくは損害賠償の請求又はこの契約の取消しをするこ

とができないものとします。 
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６ 募集の流れ 

 

手続 日程 
参照 

ページ 

事業者募集要項等の公表 令和８年６月９日(火)   

応募申込書類の受付期間 令和８年６月９日(火)～６月２９日(月)  … 9 

応募者の資格要件審査 令和８年６月３０日（火）までに随時審査結果

を通知します。 

（連合体の場合、代表構成員に通知） 

… 10 

現地説明会 

 

令和８年６月１９日(金)１０時～１２時 … 10 

質問受付期間 令和８年６月９日(火)～６月２２日(月)  

 

… 10 

質問に対する回答期限 

 

令和８年６月２５日(木) … 10 

事業提案書類の受付期間 令和８年７月１日(水)～７月８日(水)  

（土曜日及び日曜日を除く。） 

１０時～１６時（１２時～１３時を除く。） 

… 11 

評価委員会 

(プレゼンテーション等)  

令和８年７月１０日(金) （予定） 

 

… 13 

優先交渉権者の決定及び 

結果の通知、公表  

令和８年７月中旬（予定） … 13 

売買契約の締結 

契約保証金の納入 

令和８年７月中旬（予定） … 14 

農地法の手続 山口市農業委員会に提出する農地法関係申請

の締切日は毎月中旬 

※詳細は山口市農業委員会事務局に要確認 

… 15 

売買代金の納入、 

所有権移転登記、引渡し 

農地法の手続完了後 

令和８年夏以降（予定） 

… 15 
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７ 応募手続等 

 

（１）応募申込書類の受付  

受付期間 令和８年６月９日(火)から６月２９日(月)まで（受付期限必着） 

提出方法 

17 ページに記す「１１事務局・問合せ先」まで電子メールにて送付をしてくだ

さい。なお、「応募申込書類」を送付したときは、事務局まで電話連絡をお願いし

ます。 

・ 電子メールの件名は、「旧阿東ふるさと交流促進センター及び周辺土地売払

事業に係る応募申込書類」としてください。 

・ 応募申込書類原本については、別途事業提案書類等の提出時に提出してくだ

さい。（全ての書類を１部） 

・ 募集に関する各様式などは、山口市公式ウェブサイトからダウンロードでき

ます。 

山口市公式ウェブサイト https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/9/193006.html  

応募申込書類 

① 応募表明書兼誓約書 

② 構成員一覧表（連合体として応募する場合のみ） 

③ 事業者概要 

④ 役員等名簿 

⑤ 以下の内容を定めた合意書や覚書等（連合体として応

募する場合のみ） 

連合体の成立・解散の時期／構成員の住所及び名称／

代表構成員の指定・権限／各構成員の役割・責任区分

／構成員の連帯責任／売買契約を結ぶ構成員（一者） 

様式第２号 

様式第２号（別添１） 

様式第２号（別添２） 

様式第２号（別添３） 

任意様式 

⑥ 定款等写し  

⑦ 事業提案書類を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び前々事業年度の

決算書類（貸借対照表、損益計算書） 

⑧ 法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書）及び印鑑証明書 

⑨ 市町村税（特別区においては、区税及び都税）の「滞納の無いことの証明書」又

は全ての税目の「納税証明書」（発行後３か月以内のもの） 

（注） 

・ 連合体で参加予定の場合、上記資料③④⑥⑦⑧⑨は、全構成員分を提出してください。  

・ 書類の不備を含め、期限までに提出がない場合、受け付けられませんので、余裕をも

って御提出ください。 

・ 構成員が変更となる場合は、様式第３号「構成員変更届」を提出してください。なお、

下記「７（５）事業提案書類の受付」後は構成員の変更や追加は認めません。 

 

 

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/9/193006.html
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（２）審査結果の通知 

応募申込書類の受付後、本市にて応募者の資格要件審査を行い、令和８年６月３０日（火）

１７時までに、結果を応募申込書類等の送付に使用された電子メールアドレスに通知しま

す。 

なお、連合体の場合は、代表構成員に通知します。 

通知が到着しない場合は、事務局へ電話により連絡してください。 

 

（３）現地説明会  

開催日時 令和８年６月１９日（金）１０時～１２時 

申込方法 

現地説明会への参加を希望される事業者は、令和８年６月１５日(月)１６時ま

でに、17ページに記す「１１事務局・問合せ先」まで電子メールにて連絡の上、

事務局まで電話連絡をお願いします。 

・ 電子メールの件名は、「旧阿東ふるさと交流促進センター及び周辺土地売払

事業に係る現地説明会参加申込」としてください。 

・ 参加希望者がいない場合は現地説明会を実施しません。 

・ 現地説明会へ不参加の場合でもプロポーザルに参加できます。 

・ 現地説明会当日、募集要項等は各自持参してください。 

 

（４）質問の受付と回答  

受付期間 令和８年６月９日(火)から６月２２日(月)１６時まで 

（受付期限必着） 

申込方法 

様式第１号「質問書」に記入の上、17ページに記す「１１事務局・問合せ先」

まで電子メールにて送付をしてください。（持参、電話、郵送による受付はでき

ません） なお、「質問書」を送付した時は、事務局まで電話連絡をお願いします。 

・ 電子メールの件名は、「旧阿東ふるさと交流促進センター及び周辺土地売払

事業に係る質問」としてください。 

回答方法 

 質問受付終了後、６月２５日(木)までに回答を山口市公式ウェブサイト内に掲

載します（質問を行った事業者名は非公表）。なお、質問者に対し、個別には回答

しません。 

山口市公式ウェブサイト 

  https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/9/193006.html 

 

 

 

 

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/9/193006.html
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（５）事業提案書類の受付  

受付期間 令和８年７月１日(水)から７月８日(水)まで 

（土曜日、日曜日を除く。）（受付期限必着） 

受付時間 １０時～１６時（１２時～１３時を除く。） 

提出方法 

17 ページに記す「１１事務局・問合せ先」まで郵送又は持参してください。な

お、併せて提出書類をＰＤＦ化し、電子メールにより送付してください。 

・ 持参する場合は、あらかじめ事務局まで連絡してください。 

・ 郵送の場合は、一般書留・配達証明により郵送してください。 

・ ※電子メールの件名は、「旧阿東ふるさと交流促進センター及び周辺土地売

払事業に係る事業提案書類」としてください。 

事業提案書類 

① 提案申込書 様式第５号 正１部 副５部 

② 買受希望価格見積書 

・ 本物件は、連合体であっても、売買契約の締結

は、代表構成員に限らず構成員のいずれか１者

とのみ行うものとします。 

・ 連合体の場合は、代表構成員を記載してくださ

い。 

様式第６号 正１部 

③ 提案概要書（Ａ３版片面印刷） 様式第７号 正１部 副５部 

④ 収支計画書、資金調達計画書 

・ 収支計画書は引渡し後、少なくとも１０年間

を提出してください。 

・ 資金調達計画書は、自己資金、借入金、補助

金等の内訳や調達先を明らかにしてくださ

い。なお、借入がある場合は借入先、借入金

額、返済期間、返済方法等の詳細についても

記載してください。 

任意様式 正１部 副５部 

⑤ 事業実施体制 様式第８号 正１部 副５部 

⑥ 事業提案書 任意様式 正１部 副５部 

・ Ａ３版横片面印刷、表紙を除き１０枚以内。様式は自由ですが、以下の項目

が確認できる資料を提出してください。 

(ア) 本物件の利用計画 

  詳細な図面は必ずしも必要としませんが、本物件活用の全体像やプラン等の提

案内容が分かるように、できるだけ分かりやすく表現してください。  

例：建築概要及び施設内容、敷地利用・配置計画図（外構も含め、全体を表現）、

土地利用・建物利用面積、平面図、立図、動線計画、イメージ図等で表現するこ

とが考えられます。 
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(イ) 評価について 

  別紙１「旧阿東ふるさと交流促進センター及び周辺土地売払事業プロポーザル

評価基準」に基づき、事業提案書類及びプレゼンテーションの内容を踏まえて評

価を行います。評価項目に、どのように対応しているのか具体的に分かるように

記述してください。 

 

（注） 

・ 書類の不備を含め、期限までに提出がない場合、辞退したものとみなしますので、余

裕をもって御提出ください。 

・ 様式第７号「提案概要書」及び「事業提案書」には、「提案名称」を必ず記載してください。 

・ 評価項目については別紙１「旧阿東ふるさと交流促進センター及び周辺土地売払事業

プロポーザル評価基準」を御確認ください。 

・ 様式第６号「買受希望価格見積書」の提出に当たっては、別紙２「買取希望価格見

積書の提出について」の手順に従ってください。 

 

（６）応募申込書類及び事業提案書類の取扱い 

① 提出する書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属します。ただし、様式第７号「提

案概要書」を公表するほか、その他本市が必要と認める場合、本市は、提出された書

類の全部又は一部を許可なく無償で使用できるものとします。また、提出された書類

は、山口市情報公開条例の規定に基づき非公開とすべき箇所を除き公開することがあ

ります。  

② 提出された書類は返却しません。  

③ 提出された書類について、原則、追加、変更などは受付けません。なお、事務局から

追加で資料を求めることがあります。 

 

（７）応募の辞退  

応募を辞退する場合は、様式第４号「応募辞退届」を提出してください。  

 

（８）その他  

応募に際して必要となる費用については全て応募者で負担することとし、選定結果にか

かわらず、本市が費用負担することはありません。 
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８ 優先交渉権者の選定方法等 

 

優先交渉権者の選定に当たり、事業提案書類、プレゼンテーション及びヒアリングを踏ま

え、あらかじめ定めた提案の評価基準に従い、「旧阿東ふるさと交流促進センター及び周辺

土地売払事業評価委員会」（以下「評価委員会」という。）において、応募者から提出された

事業提案書類・提案内容の評価を行い、得点総計の６割以上の評価を得た者のうち、最も高

い評価点数を得た者を優先交渉権者、次に高い者を次点提案者として選定します（応募者が

１者の場合であっても、評価を行い選定します。）。 

また、最も高い評価点数を獲得した応募者が複数となった場合は、各評価委員の最高評価

点を獲得した数が多い応募者とし、この場合においても同数となった場合には、同数の応募

者の中から、評価委員の多数決により選定します。 

なお、応募者が連合体である場合であっても、本市が締結する契約は、当該連合体の構成

員のいずれか１者を相手方として行うものとします。 

優先交渉権者及び次点提案者を選定する前に、評価委員会の委員及び事務局に対し、自ら

又は第三者に依頼し、自己の提案が審査において有利な扱いを受けることを目的として、審

査に関する照会・接触等の働きかけを行った場合は、当該応募者を失格とします。 

 

（１）評価の方法 

① 応募者の資格要件審査 

応募者の資格要件や提出された書類の不備を審査します。 上記「４ 応募資格要件」を

満たさないことが判明した場合は失格とします。 

② 提案内容の評価 

上記①の要件を満足する応募者の提案について、評価委員会の各委員は、 別紙１「旧

阿東ふるさと交流促進センター及び周辺土地売払事業プロポーザル評価基準」に基づき、

事業提案書類、プレゼンテーション及びヒアリングの内容を踏まえて審査を行い評価（評

点化）します。 

③ 買受希望価格の評価 

応募者の買受希望価格は、以下式により評価（評点化）します。小数第２位を切り捨て

し、小数第１位まで算出します。なお、提出された買受希望価格が最低売却価格未満の応

募者は失格とします。 

価格評価点 ＝ （ 買受希望価格 ÷ 最高買受希望価格 ） × ２０点 

④ 優先交渉権者等の選定、決定及び通知  

評価委員会は、各応募者の評価結果を取りまとめ、優先交渉権者及び次点提案者を選定

します。 

本市は、評価委員会での選定結果を踏まえ、優先交渉権者及び次点提案者を決定し、そ

の結果を、各応募者に通知します（令和８年７月中旬を予定）。連合体で応募の場合、代

表構成員に通知します。 
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（２）プレゼンテーションの実施  

開催日時 令和８年７月１０日（金） 

開催場所 山口市役所本庁舎（山口総合支所）４階 ４０１会議室 

・控室は４０５会議室です。 

・時間等は、応募者に別途連絡します。 

実施時間 ５０分以内（提案説明３０分以内、質疑応答２０分以内） 

出席者 ３名以内 

その他 

・ モニター及び HDMI ケーブルについては、本市において用意します。なお、接続

するパソコン等については、応募者が用意してください。また、インターネッ

ト環境については、必要に応じて応募者において用意してください。 

・ 事業提案書に基づいた内容とし、追加での提案説明や資料配布は認めません。 

 

（３）公表 

優先交渉権者（連合体での応募の場合、全ての構成員名）、全ての応募者の評価点及び

優先交渉権者の様式第７号「提案概要書」は、山口市公式ウェブサイトで公表します。こ

の場合、優先交渉権者以外の応募者名は匿名とします。 

 

９ 売買契約締結の流れ等 

 

（１）契約の手順  

① 本市と優先交渉権者で、事業提案書を基礎として契約内容に関する協議を行います。 

② 契約内容に合意した後、本市と優先交渉権者との間で本物件の売買契約を締結します。  

③ 契約保証金として契約金額の１０分の１以上の額を納入してください。 

④ 農地法上の農地に該当する土地は、農地法に基づく許可手続を行ってください。 

⑤ 農地法に基づく許可取得後に、売買契約に基づく売買代金を納入してください。 

⑥ 本物件の所有権の移転及び引渡しは、売買契約に基づく売買代金納入後となります。 

 

（２）売買契約の項目  

 売買契約の主な項目は、次のとおりですが、最終的には、優先交渉権者と協議の上、決定

します。 

① 売買契約締結に関すること。  

② 所有権の移転に関すること。  

③ 契約不適合責任に関すること。  

④ 事業計画の実施に関すること。  

⑤ 契約義務違反に関すること。  

⑥ その他 
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（３）優先交渉権者との協議不成立等の場合  

 本市と優先交渉権者の間で契約内容について合意に至らなかった場合や、上記「４ 応募

資格要件」を満たさないことが判明した場合等、何らかの理由で優先交渉権者が本市との契

約を締結できなくなった場合は、次点提案者と本市とで契約についての協議を行うことがで

きることとします。 

 

（４）売買契約の締結・契約保証金の納入  

① 売買契約締結の際、契約保証金として契約金額の１０分の１以上の額を本市が指定す

る口座へ納入していただきます。なお、契約保証金は売買代金に充当しますが、保証

金には利息を付さないものとします。 

② 優先交渉権者（優先交渉権者との協議不成立等の場合は次点提案者）は、売買契約締

結後、旧阿東ふるさと交流促進センター及び周辺土地売払事業の事業予定者（以下「事

業者」という。）となります。なお、契約の締結に必要な費用及び契約に関する諸費用

は、事業者の負担とします。 

 

（５）農地法の手続 

農地法上の農地に該当する土地については、農地法に基づく許可を得てください。手続の

内容、申請締切日等の詳細は山口市農業委員会事務局に御確認ください。 

  

山口市 農業委員会事務局  

〒753-8650 

山口市亀山町２番１号（山口市役所本庁舎（山口総合支所）3階）  

電話番号 083-934-2882 

ウェブサイト https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/113/ 

 

（６）売買代金の納入、土地の引渡し 

① 売買代金の納入は、農地法に基づく許可取得後としてください。 

② 本物件の売買代金（契約保証金との差額）は、本市の指定する口座へ全額を一括納入

してください。 

③ 契約締結後、契約解除事由に該当する場合や売買代金の全額が納入されない場合、本

市は契約を解除することができるものとします。この場合、契約保証金は本市に帰属

し、契約保証金はお返しできませんので、納入期限には十分御注意ください。なお、

農地法の許可が得られなかった場合、契約保証金を返還の上、契約解除となります。 

④ 売買代金の納入期限は、契約締結日から９０日以内となります。但し、市長がやむを

得ない事情があると認めるときは、納入期限を延長することができることとします。 

⑤ 売買代金の納入が完了した時に、本物件についての所有権移転及び引渡しがあったも

のとします。 

  

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/113/
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（７）所有権移転登記の手続、所有権移転の禁止 

① 売買代金の納入を確認した後、本市が２週間以内に所有権移転登記を申請します。登

録免許税など、登記に要する費用は事業者の負担とします。  

② 所有権移転のあった日から１０年間（以下「指定期間」という。）は、第三者への所有

権の移転は認めません。ただし、本事業を確実に履行できる第三者に承継する場合で、

本市の承認を得たときはこの限りではありません。  

③ 本市の承認を得ることなく所有権の移転登記を行った場合、売買代金の１０分の３に

相当する金額を違約金として徴収します。その場合、本物件の買戻しを行うことがあ

ります。 

 

（８）買戻し特約 

① 本市は、提案された本物件に係る事業計画が確実に履行されるよう、所有権移転のあ

った日から１０年間の買戻し特約を付すこととします。 

② 本市が合意した事業計画と異なる計画が実施されるなど、本募集の趣旨を逸脱すると

認められるときは、売買代金の１０分の３に相当する金額を違約金として徴収します。

その場合、本物件の買戻しを行うことがあります。  

③ 買戻しの際は、利息を付さずに売買代金を返還するものとし、その他の費用は一切返

還しません。 

 

（９）その他特記事項 

① 応募者は、複数の提案をすることはできません。 

② 応募に要する一切の費用は、応募者の負担とします。 

③ 応募者は、様式第２号「応募表明書兼誓約書」の提出をもって、募集要項等の記載内

容及び条件を承諾したものとみなします。 

④ 応募者が１者の場合でも本プロポーザルを実施します。 

⑤ 契約後、やむを得ない事由により事業提案書に記載している内容を変更しようとする

時は、変更を必要とする事由及び変更後の内容について、あらかじめ本市の承認が必

要となります。 

⑥ 事業者が不正な手段により契約を締結した場合又は契約に基づく債務を適正に履行で

きないと本市が判断した場合には、契約を解除することがあります。 

⑦ 買戻しや契約解除を行う場合、事業者は自己の負担により、本物件（解体した建物等

を除く。）を原状に回復するものとします。 
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１０ 事業実施に当たっての留意事項 

 

（１）法令等の遵守  

 本物件の事業実施に当たり、法令等を事業者自らの責任において確認し、関係機関と協議

し、遵守するものとします。 

 （例）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）  

その他関連法規（条例を含む。） 

 

（２）通知義務、地元説明  

① 事業者は、事業提案書に基づく建築物等の工事に着手するとき及び建築物等が完成し

たときは、その旨を直ちに本市に通知するものとします。その他の提案内容について、

提案どおりの計画となっているか確認を行うため、追加の資料提出を求めることがあ

ります。 

② 事業者は、本契約の締結後であっても、本市の求めに応じ、事業の実施に関する協議

や調整を行うとともに、地元自治会等周辺住民への積極的な情報提供に努め、事業者

の責任で周辺住民の意見には誠意をもって対処するものとします。 

 

（３）公租公課の負担  

本物件に対して賦課される公租公課について、引渡し日以降に課されるものは、事業者の

負担となります。 

 

１１ 事務局・問合せ先 

 

山口市 総務部 行政経営課 施設・財産マネジメント担当  

〒753-8650 

山口市亀山町２番１号（山口市役所本庁舎（山口総合支所）4階）  

電話番号 083-934-2956  

電子メールアドレス gyosei@city.yamaguchi.lg.jp 

 

山口市公式ウェブサイト 

  https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/9/193006.html 

 

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/9/193006.html


旧阿東ふるさと交流促進センター及び周辺土地売払事業プロポーザル評価基準 

 

評価項目 審査のポイント 配点 

事
業
評
価 

地
域
の
活
性
化 

地域経済の 

活性化 

阿東地域の地域経済の活性化につながると期待で

きる提案であるか。 
15点 

阿東地域の基幹産業である農業振興につながると

期待できる提案であるか。 
10点 

移住・定住促進 

の強化 

阿東地域への居住促進、移住・定住促進につながる

と期待できる提案であるか。 
15点 

周辺環境、 

生活環境 

への配慮 

これまでの土地利用の状況による周辺環境、生活環

境に配慮した提案であるか。 
15点 

事
業
遂
行
の
能
力 

事業運営の 

確実性・継続性 

適切な事業収支計画、資金調達計画であるか。 15点 

適正な実施体制であるか。 10点 

価格評価 
買受希望価格÷最高買受希望価格×20点 

（小数第２位以下切捨） 
20点 

合計得点 100点 
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買受希望価格見積書の提出について 

 

・ 封筒の大きさの規定はありませんが、A4 を三つ折りした状態のものが入る程度としてくださ

い。 

・ 封筒は図に指示された項目が必ず入るように作成してください。 

 

 

 

見積書を封筒に入れます 

・ 様式第６号「買受希望価格見積書」を封筒に入れ、封をしたところに割り印を押します。 

 

 

縦書き横書き、社名があらかじめ印刷されている封筒を利用して作成するなど、様式

は問いません。 

封をするべき箇所が図と違う場合でも、封のある箇所全てに割り印をお願い致します。 

表面  

裏面  

  見積在中  
 

 
 

事業名：旧阿東ふるさと交流促進センター及び周辺土地売払事業    

  

所 在 地  

商号又は名称 

代表者の氏名 

〇〇〇〇〇〇  

〇〇〇〇〇〇  

  〇〇〇〇〇〇   

  

中身を記載してください 

事業名を記入してください 

  

印  

代表 

者印 

所在地、商号又は名称、代表者の氏名

を記載してください。 

連合体の場合は、代表構成員の所在地、 

商号又は名称、代表者の氏名を記載し 

てください。 

封をする箇所全てに割り印を押 

印してください。 

代表 

者印 

代表 

者印 

代表 

者印 

別紙２ 


